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第３章 企業間取引にかかわる法規制

第１節 独占禁止法による法規制

Ⅰ 独占禁止法の目的と基礎概念

（私的独占の禁止および公正取引の確保に関する法律）独占禁止法

・私的独占 事業者目的 公正かつ自由な競争の促進 禁

・不当な取引制限

公共の利益 ・不公正な取引方法 事業者団体止

公正取引
排除措置命令 違反行為 差止請求委員会

課徴金納付命令 刑罰 損害賠償請求

＜行政上の措置＞＜刑事上の措置＞＜民事上の措置＞

他の事業者の事業活動の排除・支配私 的 独 占

( 例）ﾀﾞﾝﾋﾟﾝｸﾞ､差別価格､排他的特約店private
) 価格支配､販路支配､株式取得などmonopolization

競争の実質的制限

事業者が相互にその事業活動を拘束不当な取引制限

） （ 、 、 、 、( 例 価格 生産 設備 技術unreasonable カルテル

) 取引、入札 ）restraint of trade 談合

正当な理由なく又は正常な商習慣上不当

に行われた公正競争阻害性のある行為不公正な取引方法

( 公正な競争を 例）共同取引拒絶、不当廉売、unfair
) 阻害するおそれ 不当顧客誘因、抱き合わせ販売、trade practices

再販価格維持、拘束条件付き取引、

優越的地位の濫用、取引妨害

●独占禁止法の目的

第一条【目的】

この法律は、私的独占、不当な取引制限及び不公正な取引方法を禁止し、事業

支配力の過度の集中を防止して、結合、協定等の方法による生産、販売、価格、

技術等の不当な制限その他一切の事業活動の不当な拘束を排除することにより、

し、事業者の創意を発揮させ、事業活動を盛んにし、公正且つ自由な競争を促進

、 、 、雇傭及び国民実所得の水準を高め 以て するとともに一般消費者の利益を確保

を促進することを目的とする。国民経済の民主的で健全な発達
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●独占禁止法の基礎概念

事 業 者 …商業、工業、金融業その他の事業を行う者(2①)

（他人の求めに応じて、対価を得て、商品･役務を提供する者）

事業者団体 …事業者としての共通の利益を増進することを主たる

目的とする二以上の事業者の結合体またはその連合体(2②)

※一般法人、公益法人、組合を含む

取引の対象(商品)

一定の取引分野 …競争の行われる場＝市場 判断基準 取引の段階

取引の地域

取引の相手方

・市場占有率が１社で50％超、２社で75％超

独占的状態 ・当該分野への新規参入が著しく困難

(2⑦) ・相当の期間にわたり、価格の上昇が著しいか、

、 、 、その低下が僅少で かつ 過大な利益が上げられ

または過大な販売費一般管理費が支出されている

市場占有率

競争の実質的制限 …競争の有効な機能をなくす効果 考慮 業界の実情

輸入品の有無

「特定の事業者または事業者団体が、 新規業者の

その意思で、ある程度自由に市場を 参入状況等

支配できる」

形態が現れているか、現れようとしている

排除型

支配型

私的独占 …他の事業者の事業活動を排除または支配

(2⑤)
①行為の外形の一致、②事業者間の意思連絡

不当な取引制限 …他の事業者と事業活動を相互拘束

(2⑥) または共同遂行

入札談合 …競争入札に参加する建設業者等の間で、

あらかじめ受注予定者や入札価格を決める

「入札ガイドライン」の公表

「 」の制定官製談合防止法

のおそれ 自由な競争が制限されるおそれ

不公正な取引方法 公正とは言えない競争手段

(2⑨) 自由競争の基盤を侵害するおそれ

公共の利益 消費者の利益確保、国民経済の健全な発達
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不公正な取引方法

法定の規制行為 (独禁２条⑨項１～５)

公正取引委員会の指定への委託 (独禁２条⑨項６)

一般指定 …あらゆる業種に一般的に適用される

特殊指定 …特定の業種の特定の行為にのみ適用される

新聞…新聞の値引き販売の禁止(1955～)

物流…荷主による下請運送業者への運賃買いたたき禁止(2005～)

大規模小売業…納入業者への不当な返品・値引き等を禁止(2005～）

教科書…教科書採択に際しての利益供与の禁止(1956～2006)
海運…海運同盟非加盟事業者や荷主への各種妨害行為の禁止(1959～2006)
食品缶詰・瓶詰…缶詰・瓶詰の内容表示の適正化(1961～2006)
オープン懸賞…懸賞金の金額を制限(1971～2006)

(独禁２条⑨項１～５) （一般指定、特殊指定） (独禁２条⑨項６)

１ 共同供給拒絶 １ 共同の取引拒絶 ６イ 不当な

２ その他の取引拒絶 差別的取扱い

２ 差別対価による供給 ３ 差別対価

４ 取引条件等の
差別取扱い

５ 事業者団体における
差別取扱い等

３ 著しい不当廉売 ６ 不当廉売 ６ロ 不当対価取引

７ 不当高価購入

８ ぎまん的顧客誘引 ６ハ 不当な

９ 不当な利益による 顧客勧誘
顧客誘引 および強制

抱き合わせ販売等10

排他条件付取引 ６ニ 不当11
４ 再販売価格拘束 拘束条件付取引 拘束条件付取引12

５ 優越的地位の濫用 ６ホ 取引上の

取引の相手方の 優越的地位の13
役員選任への不当干渉 不当利用

※特殊指定
…新聞､物流､大規模小売

競争者に対する ６ヘ 競争者に対する14
取引妨害

不当妨害
競争会社に対する15

内部干渉
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一定の取引分野における競争の実質的制限の禁止

事業者団体 不当･不公正な国際的協定･国際的契約の禁止 事業者も

に対する規制 一定の事業分野における事業者の数を制限の禁止 (6)

(8) 事業者団体の構成員の機能･活動の不当制限の禁止

不公正な取引方法の推奨の禁止

企業結合の規制 …市場競争の実質的制限の防止（ ）business combine

市場支配力の 事業支配力の過度の集中の規制(9)
過度の集中の予防

（一般集中規制） 銀行・保険会社による議決権保有の制限(11)

会社の株式保有の制限・届出義務(10)

市場支配力の 役員兼任の制限(13)
形成・強化の予防

（市場集中規制） 会社合併の制限・事前届出制(15)

会社分割の制限・事前届出制(15の2)

共同株式移転の制限・事前届出制(15の3)

事業譲り受け等の制限・事前届出制(16)

知的財産権の行使

独占禁止法の適用除外 組合の行為 ＜確約手続＞

再販売価格維持行為の一部 官民の合意による

カルテル行為の一部 協調的・自主的な

任意調査 排除措置
公正取引委員会の事件処理 強制調査 行政調査 →発令回避

犯則調査
*

排除措置命令 …違反行為を排除し、再発防止を図るために必要な措置を
求める行政処分

審判請求を経て取消訴訟できる（不服の場合）
*

課徴金納付命令 調査に協力した者には、免除･減額の恩典( )ﾘﾆｴﾝｼｰ
同一事件で罰金が確定した場合、罰金の半額分を免除

違 個人…５年以下の拘禁刑 500万円以下の罰金* or
反 刑 罰 両罰規定
行 法人・団体…５億円以下の罰金
為

差止請求 …不公正な取引方法による利益侵害による損害の発生
または発生のおそれがある場合

損害賠償請求 …独禁法違反によって受けた損害の賠償請求（無過失責任）

＜独占禁止法遵守マニュアルの内容＞

①経営トップによる独禁法遵守の宣言 ②独占禁止法に関する一般的説明

③具体的な行動指針や禁止項目 ④遵守のための社内体制・手続きの説明
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第２節 下請取引等に関わる法規制

１ 下請代金支払遅延等防止法（下請法）

目的 不公正な下請取引(優越的地位の濫用に該当)の排除による下請取引の適正化

（１）下請法の適用対象（下請取引となる場合）

親事業者 資本金３億円超の法人 資本金1000万円超の法人

親事業者が 物品の製造、修理、倉庫保管、運送

業として行う プログラムの作成、情報処理の委託

下請事業者 資本金３億円以下の法人 資本金1000万円以下の法人

個人事業者 個人事業者

親事業者 資本金5000万円超の法人 資本金1000万円超の法人

親事業者が業として行う 上記以外の情報成果物作成､役務提供 の委託

下請事業者 資本金5000万円以下の法人 資本金1000万以下の法人

個人事業者 個人事業者

（２）親事業者の義務・禁止事項 違反の場合

①発注書面等の交付( )3
義 ②関係書類の作成・保存( ) 罰 金5

務 ③代金支払期日の設定( )2 2の

④遅延利息の支払( の )4 2
親事業者 指導・勧告

禁 不当な受領拒否( ① ) 社名等公表4 1
止 支払遅延( ① )4 2

書面による 行 代金減額( ① )4 3
報告の請求 為 返品( ① )4 4

例 買いたたき( ① )4 5
立入検査

中小企業庁 公正取引委員会

措置請求
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２ 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律（フリーランス法）

（フリーランス・事業者間取引適正化等法）

（１）フリーランス法の目的（フリーランス法第１条）

個人が事業者として受託した業務に安定的に従事することができる環境の整備

特定受託事業者に係る取引の適正化 特定受託業務従事者の就業環境の整備
（第３条～第11条） （第12条～第20条）

フリーランスに業務委託をする事業者に対する給付内容等の明示義務等の措置

（２）フリーランス法と下請法の異同

・資本金要件がない

・親事業者自身が業とする業務の委託に限らない

（自身が費消する物品や役務の委託も対象）

●フリーランス法の適用対象

従業員を使用しないもの 業務委託事業者

特定業務委託事業者 従業員を使用するもの …従業員がない２以上の役員を
持つ法人を含む

物品の製造・加工

情報成果物の作成 の委託

役務の提供

特定業務受託事業者 従業員を使用しないもの …２以上の役員を持つ法人を除く

（３）フリーランス法による規制

取引条件等の明示義務(3) 業務委託事業者

60日以内の報酬期日の設定と支払義務(4) 特定業務委託事業者

募集情報の的確表示義務(12)

ハラスメント対策の体制整備等の義務(14)

７つの禁止行為(5) １か月以上の

受領拒否、報酬減額、返品、買いたたき 特定業務委託事業者

購入・利用強制、不当な経済利益の提供要請

不当な給付内容の変更・やり直し

育児・介護等への配慮義務(13) ６か月以上の

中途解除等の事前予告、理由開示義務(16) 特定業務委託事業者
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第３節 不正な取引行為にかかわる法規制（不正競争防止法）

不正競争の防止 公正な競争の確保 国民経済の健全な発展

不正競争行為 商品・営業主体混同惹起行為（周知表示混同惹起行為）

著名表示冒用行為

商品形態模倣行為

営業秘密の不正取得、不正開示

限定提供データの不正取得・使用・開示

技術的制限手段に対する不正競争行為

不正にドメインを使用する行為

原産地等誤認惹起行為

営業誹謗行為

代理人等商標無断使用行為

（周知性のある）

…広く知られた他人の商品等表示を使用し誤認させる商品･営業主体混同惹起行為

(2①1)

①商品や営業の表示が周知であること …需用者間での広い認識

使用

②同一･類似の商品等表示を使用等すること 使用商品の譲渡・引渡し

→意匠も保護される場合がある そのための展示、輸出入

③他人の商品や営業と混同を生じさせること ｵﾝﾗｲﾝ提供

→販売元や営業主体が同一と誤認させるだけでなく、

なんらかの組織上･経済上の関連性があると

誤認させるおそれのある場合を含む

例）系列会社や関連会社との誤認

…著名な他人の商品等表示を使用する(2①2)著名表示冒用行為

①商品やサービスの表示が著名であること …周知よりもさらに広く認識

②同一･類似の商品等表示を使用等すること …周知表示混同惹起行為と同じ

※実際に混同を生じさせるなくても、表示しただけで規制される

…実質的に同一形態の商品(デッドコピー､コピーキャット)を商品形態模倣行為

譲渡、貸し渡し、展示、輸出入する(2①3)

(※取引できる状態にあることが必要)

その市場で事実上標準となっている形態

規制対象外 商品の機能を確保するために不可欠な形態

最初に発売された日から３年を経過している

善意での転売 など
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営業秘密の …公然と知られていない秘密として管理されている

不正取得・不正開示 事業活動に有用な情報の不正取得・不正開示の禁止

（※第２章、第５章も参照）
秘密として管理されているものを除く

限定提供データの ＜ とは＞限定提供データ

不正取得・不正開示 業として特定の者に提供する情報として

電磁的方法により相当量蓄積され、及び管理されている

技術上又は営業上の情報 (不正競争防止法２条⑦)

①業として特定の物に提供(限定提供性)

不正競争防止法の禁止行為 要件 ②電磁的方法で相当量蓄積(相当蓄積性)

③電磁的方法により管理(電磁的管理性)

④技術上または営業上の情報

不正取得 自ら窃盗､詐欺､強迫その他の不正手段により を取得限定提供データ

自らが不正手段によって取得した の使用・開示限定提供データ

(2①11～13) 他人が不正取得した の悪意･重過失による取得限定提供データ

他人が不正取得した の悪意･重過失の使用･開示限定提供データ

善意で取得後に転じての悪意･重過失の使用･開示

不正開示 保有者から正式に開示された者が、自己の不正な利益または

保有者に損害を与える目的で、限定提供データを使用･開示

(2①14～16) 他人が不正開示した の悪意･重過失の使用･開示限定提供データ

善意で取得後に転じての悪意･重過失の使用･開示

技術的制限手段の無効化行為 …コピープロテクション迂回装置の提供等
(2①11～12)

ドメイン名の不正取得・使用 …紛らわしいﾄﾞﾒｲﾝ名の不正目的での権利取得･保持
(2①13、2⑨)

原産地等誤認惹起行為 …商品や役務の原産地､品質､内容､製造方法､用途､数量等
(2①14)

①競争関係にある他人の

②営業上の信用を害するような営業誹謗行為

③虚偽の事実の告知し、または流布する (2①15)

(問題となる行為) 比較広告…虚偽事実の場合

知的財産権侵害の警告…侵害行為がなかった場合

(当該特許等が無効な場合も)

代理人等商標無断使用行為 …輸入代理店による海外商標の無断利用など(2①16)

●不正競争行為に対する措置 輸入差止(関税法)

・差止請求(3)

・損害賠償請求(4､民709)

・信用回復措置請求(14) 不正競争行為 刑事罰

・不当利得返還請求(民703-704) (21～22)

※両罰規定も
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第４章 消費者との取引にかかわる法規制
第１節 消費者との取引一般に関する法律（消費者契約法）

労働契約は除外１ による消費者の保護消費者契約法

適用対象 消費者と事業者の間で締結されるあらゆる契約（ ）消費者契約

消費者の誤認･困惑による契約の取消 消費者に一方的に不利な契約条項の無効
(4) (8～10)

事由 事由 不利益条項の例誤認 困惑

①不実告知 ①不退去 ①事業者側の損害賠償責任の免除
②断定的判断 ②退去妨害 （債務不履行、不法行為責任）
③故意の不告知 （長時間の拘束） ③事業者自身による事業者責任の決定

③不安をあおる告知 ④消費者の解除権放棄
④社会生活上の経験不足の不当利用 ⑤消費者の後見開始等を理由とする解除
⑤加齢等の判断低下の不当利用 など
⑥霊感等による知見を用いた告知
⑦契約締結前の債務内容の実施

・取消後は原則、双方に原状回復義務 契約全体が有効となる場合でも、
・時効：追認できるときから６ヶ月 少なくとも当該条項は無効となる。

契約から５年

解約料の説明の努力義務：事業者は、消費者・適格消費者団体に対して、

解約料の算定根拠を説明する努力義務を負う。

：内閣総理大臣の認定を受けた消費者団体が適格消費者団体制度

不特定多数の消費者利益を保護するため、

差止請求訴訟を提起できる制度。

消費者契約法上の 消費者が取り消すことができる不適切な勧誘行為

無効となる条項を含む消費者契約の申込みや承諾

景品表示法上の優良誤認表示や有利誤認表示

特定商取引法所定の行為に関する不特定勧誘や虚偽広告 など

消費者裁判手続特例法 …二段階の訴えで、拡散多発した少額の被害を救済

原告：特定適格消費者団体

↓…多数の消費者に対する共通義務の確認共通義務確認の訴え

被告：事業者

義務＝請求権確定 消費者契約の債務不履行や

不法行為に基づく金銭支払

簡易確定手続 …請求権を有する消費者の届出

…事業者の異議なし

債権確定 届出債権表の記載 ＝ 確定判決と同一の効力
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第２節 特定の取引に適用される法規制（特定商取引法）

１ 特定商取引法（特定商取引に関する法律）の趣旨

＜ とは＞特定商取引法

消費者トラブルを生じやすい取引類型を対象に、 ※指定商品・

事業者が守るルールと、消費者を守るルールを定め 指定役務の

事業者による違法・悪質な勧誘行為などを防止し、 制度廃止

消費者を守るための法律 （2008年）

●規制の対象 ｸｰﾘﾝｸﾞｵﾌ

営業所等以外の場所での商品・指定権利の販売など ８日以内訪問販売

郵便その他の方法により契約の申込を受ける販売方法 なし通信販売

電話により、勧誘･申込･契約締結を行う販売方法 ８日以内電話勧誘販売

いわゆるマルチ商法 20日以内連鎖販売取引

長期で高額なエステや語学教室､家庭教師､学習塾など ８日以内特定継続的
役務提供

いわゆる内職商法 20日以内業務提供誘引
販売取引

貴金属等の買取業者による訪問買取（押し買い） ８日以内訪問購入
(2013.02.21～)

いわゆる送りつけ商法 なしネガティブ
オプション

●規制の概要

行政による規制…違反行為は行政処分や罰則の対象となる

氏名等の明示の義務 勧誘開始前に事業所名や勧誘目的であることを告げる

不当な勧誘行為の禁止 不実告知や、重要事項の故意の不告知、

威迫して困惑させたりする勧誘行為を禁止

広告規制 重要事項の表示義務、虚偽・誇大な広告の禁止

書面等の交付義務 契約締結時等に、重要事項を記載した書面を交付する

（消費者の同意があれば、電磁的記録でもよい）

民事ルール…私人間の法律行為に適用されるルール

申込または法定書面の受取から一定期間内であれば、クーリングオフ

消費者は冷静に再考して、無条件で解約できる

意思表示の取消し 事業者の不実告知や重要事項の故意の不告知等の違法

行為により、消費者が誤認し、契約の申込または承諾

の意思表示をしたとき、消費者はこれを取り消せる

損害賠償額等の制限 事業者が請求できる損害賠償額に上限を設定
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２ 訪問販売

＜ とは＞ ※指定権利→訪問販売･通信販売､訪問販売

販売業者または役務提供事業者が、 電話勧誘販売の対象

営業所等以外の場所で、契約の申込を受け ①保養･ｽﾎﾟｰﾂ施設の利用権

もしくは締結して行う商品・権利の販売 ②映画･美術等の鑑賞権･観覧権

または役務(サービス)の提供 (2①) ③語学の教授を受ける権利

行 ①事業者の氏名･名称､商品･役務の明示､勧誘である告知 ⑤行政処分

政 ②勧誘を受ける意思の確認、再勧誘の禁止 ・業務改善指示

規 ③申込や契約締結時の書面の交付 ・業務停止命令

制 ④禁止行為：不実告知､故意の不告知､困惑を生じる威迫 罰則

目的を告げない誘引からの勧誘 ・懲役、罰金

民 ⑥契約の申込の撤回または契約の解除(クーリングオフ)

事 ⑦過量販売契約の申込みの撤回または契約の解除

ル ⑧契約の申込またはその承諾の意思表示の取消し

｜ ⑨ｸｰﾘﾝｸﾞｵﾌ期間経過後の消費者の債務不履行について

ル 契約を解除した場合の損害賠償額等の額の制限
クーリングオフ制度

・契約書面や申込書面などクーリングが告知された書面を受領した日

を含め８日以内ならば､無条件で書面にて申込撤回･契約解除可能

・代金は全額返却、違約金無請求、引き取り送料は販売会社負担

・適用除外：3000円未満の現金取引
法律で指定の消耗品を使用・消費した場合
乗用自動車

３ 通信販売

＜ とは＞通信販売

販売業者または役務提供事業者が、 新聞､雑誌､ﾃﾚﾋﾞ､Webの

郵便その他の方法によって契約の申込みを受けて行う 広告やDM､ﾁﾗｼ等を見た

商品・権利の販売または役務(サービス)の提供 消費者が 郵便や電話､、

FAX、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ等で申込
※電話勧誘販売を除く

行 ①広告における表示義務 ⑦行政処分

政 販売価格、支払の時期と方法、商品の引渡時期 ・業務改善指示

規 申込撤回･契約解除･返品、事業者の氏名･名称･住所 ・業務停止命令

制 申込の有効期限､その他負担すべき金銭､瑕疵担保など 罰則

②誇大広告等(著しい事実相違､優良･有利誤認)の禁止 ・懲役、罰金

③未承認者への電子メール広告の提供禁止

④前払式通信販売の承諾等の通知 事前承諾が必要

⑤契約解除における原状回復義務の不履行･遅延の禁止 （ ）ｵﾌﾟﾄｲﾝ規制

⑥顧客の意に反した契約申込をさせる行為の禁止

民事ルール（クーリングオフ類似の制度）

⑧返品特約等を広告に表示しなかった場合、商品の受領日を含め８日以内

ならば、契約の申込撤回や解除が可能（書面は要件ではない）

⑨定期購入でないと誤認させる表示の禁止、当該表示による申込の取消など
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４ 電話勧誘販売

＜ とは＞電話勧誘販売

、 、販売業者または役務提供事業者が電話をかけ または消費者に電話をかけさせ

その電話において行う勧誘によって、消費者からの郵便その他の方法によって

契約の申込を受けて行う商品・権利の販売または役務(サービス)の提供

行 ①事業者の氏名･名称､商品･役務の明示､勧誘である告知 行政処分

政 ②契約締結しない意思表示をした者に対する勧誘の禁止 ・業務改善指示

規 ③申込を受けた場合の申込内容の書面交付（遅滞なく） ・業務停止命令

制 ④前払式電話勧誘販売の承諾等の通知 罰則

⑤禁止行為：不実告知､故意の不告知､困惑を生じる威迫 ・懲役、罰金

５ 連鎖取引販売

＜ とは＞連鎖取引販売

物品の販売または役務の提供などの事業であって、

再販売､受託販売もしくは販売の斡旋､または役務の提供もしくはその斡旋をする

者を、 が得られると誘引し、 を伴う取引をするもの特定利益 特定負担

行 ①統括者､勧誘者､または一般連鎖販売業者の氏名･名称 行政処分、

政 勧誘目的の明示 ・業務改善指示

規 ②禁止行為：不実告知､故意の不告知､困惑を生じる威迫 ・業務停止命令

制 目的を告げない誘引による勧誘 罰則

③広告における表示義務 ・懲役、罰金

商品･役務の種類、特定負担、特定利益の計算方法、

統括者等の氏名･名称･住所･電話番号、商品名など

④誇大広告等(著しい事実相違､優良･有利誤認)の禁止

⑤未承認者への電子メール広告の提供禁止(ｵﾌﾟﾄｲﾝ規制)

⑥概要書面と契約書面の交付

６ 特定継続的役務提供

＜ とは＞特定継続的役務提供

特定継続的役務を、政令で定める期間にわたり提供し、

政令で定める金額を超える対価で提供すること

エステティックサロン …１か月超、総額５万円超

語学教室、家庭教師、学習塾
２か月超、総額５万円超

ﾊﾟｿｺﾝ教室､結婚相手紹介ｻｰﾋﾞｽ

行 ①概要書面と契約書面の交付 行政処分：

政 ②誇大広告等(著しい事実相違､優良･有利誤認)の禁止 ・業務改善指示

規 ③禁止行為：不実告知､故意の不告知､困惑を生じる威迫 ・業務停止命令

制 ④事業者の業務および財産状況を記載した書類の閲覧等 罰則：懲役、罰金
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７ 業務提供誘引販売取引

＜ とは＞業務提供誘引販売取引

物品の販売もしくは役務の提供、またはそれらの斡旋の事業であって、

その商品(役務)を利用する業務に従事することにより得られる｢ ｣を業務提供利益

収受できることで相手方を誘引し、その者と を伴う取引をすること特定負担

行 ①事業者の氏名･名称、勧誘目的、商品･役務の明示 行政処分

政 ②禁止行為：不実告知､故意の不告知､困惑を生じる威迫 ・業務改善指示

規 目的を告げない誘引による勧誘 ・業務停止命令

制 ③広告における表示義務 罰則

商品･役務の種類、特定負担、業務の提供条件、 ・懲役、罰金

事業者の氏名･名称･住所･電話番号、商品名など

④誇大広告等(著しい事実相違､優良･有利誤認)の禁止

⑤未承認者への電子メール広告の提供禁止(ｵﾌﾟﾄｲﾝ規制)

⑥概要書面と契約書面の交付

８ 訪問購入

＜ とは＞訪問購入

物品の購入業者が、営業所等以外の場所で、

契約の申込を受けまたは契約を締結して行う物品の購入

行 ①事業者の氏名･名称、勧誘目的、購入対象物品の明示 行政処分

政 ②勧誘の要請をしていない者に対する勧誘の禁止、 ・業務改善指示

規 ③勧誘を受ける意思の事前確認なしで行う勧誘の禁止、 ・業務停止命令

制 契約締結しない意思表示をした者に対する勧誘の禁止 罰則

④申込を受けた場合の申込内容の書面交付（直ちに） ・懲役、罰金

（ ）契約を締結した場合の契約内容の書面交付 遅滞なく

⑤物品の引渡の拒絶に関する告知

⑥禁止行為：不実告知､故意の不告知､困惑を生じる威迫

⑦第三者への物品の引渡についての契約相手方への告知

⑧ｸｰﾘﾝｸﾞｵﾌ期間中に第三者への物品の引渡をする場合に

おける第三者に対するその旨等の書面による通知

９ ネガティブ・オプション

＜ とは＞ネガティブ・オプション

一方的に商品を送付し、相手側が購入しない意思表示をしない限り、

購入の意思があるとみなして代金を請求する商法。いわゆる送りつけ商法

防止措置

販売業者が、売買契約に基づかないで、一方的に商品を送付した場合、

その送付があった日を含め１４日以内に、受け取った者が購入の承諾をせず、

販売業者が商品の引き取りを行わなかった場合、

販売業者は、その商品の返還を請求できない。



- 46 -

１０ その他の特定商取引法上の規制

クーリングオフ妨害による 事業者の不実告知や威迫による誤認・困惑により

クーリングオフ期間の延長 クーリングオフの実施が妨げられた場合、

期限経過後であってもクーリングオフができる。

勧誘場所についての禁止 販売目的を隠して、公衆の出入りしない場所に

誘い込んだ上で勧誘することは禁止

合理的根拠を示す 不誠実広告（虚偽・誇大な広告）の疑いについて

資料の提出義務 主務大臣からの合理的根拠を示す資料の提出請求

に応じない場合、不誠実広告と見なされ処分

重要事項の不実告知 勧誘に際してなされる重要事項の不実告知や故意

・故意の不告知による取消 の不告知は、罰則の対象であり、またそれにより

誤認して契約した消費者は、契約を取消せる

事業者に対する指示、 主務大臣は、違反や行為の是正等のための措置を

業務禁止命令、業務停止命令 指示できる。悪質な事業者には業務禁止命令も

適格消費者団体による差止請求 消費者契約法上の適格消費者団体は、事業者が

不特定多数に対して行う不実告知や故意の不告知

の差し止めを請求できる。

●特定商取引法の規制のまとめ

氏名等 申込等 広告 損害賠償 不当勧誘 迷惑ﾒｰﾙ その他・ｸｰﾘﾝｸﾞ
の明示 書面交付 規制 額の制限 時の取消 <FAX> 特記事項･ｵﾌ

(3) (4)(5) (9) (10) (9の3)訪問販売

通信販売 返品制度(11) (12の3)
(12) <12の5> (15の3)

(16) (18) (24) (25) (24の3)電話勧誘
(19)販売

連鎖販売 中途解約(33の2) (37) (40) (35) (40の2) (40の3) (36の3)
(36) (40の2)取引

特定 中途解約(42) (48) (43) (49) (40の3)
(49)継続的 関連商品

役務提供 も解約可

(51の2) (55) (58) (53) (58の3) (58の2) (54の3)業務提供
(54)誘引販売

取引

訪問購入 引渡拒絶(58の5) (58の7) (58ﾉ14) ( 58の1
(58の8) 6) (58ﾉ15)

返還請求ネガテｨブ
制限･オプシｮン

(59)
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Ⅱ 割賦販売法（ ）installment sales law
１ 規制の対象となる取引

割賦販売法の規制対象

①取引条件の表示義務

割賦販売業者への規制 ②契約書面の交付義務割賦販売

③契約解除の制限など

代金を の期間にわたり、２ヶ月以上

かつ に分割して、受領する条件で３回以上

等を販売･提供する｡ (2①1)指定商品

前払式割賦販売…商品等の引渡前に､２回以上代金(一部･全部)を支払う

前払式特定取引…商品等の引渡前に代金を分割受取りする売買等の取次

信用購入あっせん 信販会社が売買代金を立替払いし、購入者は信販会社に

(2③)(2④) 立替金を２ヶ月以上の期間にわたり支払う方式

･クレジットカードを利用…包括信用購入あっせん

ｸｰﾘﾝｸﾞｵﾌ ･契約ごとクレジット契約…個別信用購入あっせん

規定あり ※ボーナス一括払いや２回払いも規制の対象となる。

※指定制をとらず、原則すべての商品等が対象となる。

情報の開示 契約締結前の開示、広告による開示、契約締結時の書面交付

契約内容に 契約解除等の制限…割賦金支払遅延による即時解約等不可

関する規制 遅延損害金の制限…法定利率以上は請求できない

クレジット契約のクーリングオフ＞＜

特定商取引に係る販売方法で行われた個別方式の信用購入あっせんの場合

クーリングの告知書面（契約書）の受領から８日（または20日）以内に、

書面により申込みの撤回、クレジット契約の解除をすれば、

無条件で売買契約共々解約できる。 …通知は発信時点で法的効力発生

過量販売による解除 不実告知等による解除権 支払停止の抗弁

(2②1)

ローン提携販売 販売業者の債務保証 → 購入者が金融機関から代金を借入

ﾛｰﾝ提携販売･信用購入斡旋 ローン提携販売 信用購入斡旋

＜お金と物の流れ＞ ＜権利関係＞ ＜権利関係＞

商品
店 客 店 客 店 客

代金立替払 代金後払 保証 貸金 貸金

信販会社 信販会社 信販会社



- 48 -

２ 割賦販売法の規制方法

割賦販売 ローン 包括 個別 前払式 前払式

（狭義） 提携販売 信用購入 信用購入 割賦販売 特定取引

あっせん あっせん (11)

(2①1) (2②1) (2③) (2④) (2①1) (2⑥)

契約締結前の (3) (29の2) (30) (35の3 (3)

取引条件の開示 の2)

契約締結時の (4) (29の3) (30の2 (35の3の (4)

書面の交付 ＊ の3) 8～9)

クーリングオフ (35の3の

10～11)

過量販売の解除 (35の3

の12)

不実告知等 (35の3の

による取消権＃ 13～16)

契約の解除・ (30の2 (35の3

期限の利益喪失 (5) の4) の17) (5)

についての制限

契約の解除等に ※(6) (35の3

伴う損害賠償等 (6) 類推適用 (30の3) の18) (6)

の額の制限 (判例)

支払停止の (29の4) (30の4) (35の3

抗弁権 (30の4) (30の5) の19)

＊書面の交付に代えて、電磁的方法により提供することができる。

＃善意無過失の第三者に対抗できない。
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Ⅵ 製品の安全に関わる法律

１ 消費者安全法

消費者の消費生活における被害防止 消費者が安心して安全で豊かな消費生活

と安全確保 を営むことができる社会の実現

内閣総理大臣による基本方針の策定

都道府県及び市町村による 消費生活相談等の事務の実施

消費生活センターの設置

消費者事故等に関する情報の集約等

消費者安全調査委員会による消費者事故等の調査等の実施

消費者被害の発生又は拡大の防止のための措置

・必要な措置をとるべきことの勧告(40①)

・商品の譲渡等の禁止・制限命令(41)

・商品回収等の命令(42)

内閣総理大臣(消費者庁長官) 事業者

２ 製造物責任法

＜ （ ： ）は＞製造物責任法 ＰＬ法 Product Liability
製品の欠陥により人の生命、身体、財産上の被害が生じた場合に、

製造業者等の損害賠償の責任について定めた法律 …民法の特別法

①欠陥の存在 故意過失の

製造業者等の責任追及 ②損害の発生 証明が不要

③因果関係

被害者の立証負担を軽減

・製 造 物…製造または加工された動産

・欠 陥…製品が通常有すべき安全性を欠いていること

・製造業者等…製造物を業として製造、加工または輸入した者

製造業者としての氏名等の表示や

製造業者と誤認されるような氏名等の表示をした者

実質的に製造業者と認めることができる氏名等の表示をした者

・開発危険の抗弁等…引き渡し時点の科学技術水準では、欠陥の認識（予見）

が不可能である場合等には賠償責任を免れる。

・部品・原材料製造業者の抗弁

…完成品の製造業者の設計に従い過失がない場合には、免責

（あらかじめ危険を予知しながらも、通告しなかった場合などは免責できない）

製造物責任の追求期間

・被害者(法定代理人)が損害および賠償義務者を知ったときから３年間

（人の生命又は身体を侵害した場合は５年間）

・製造業者等が当該製造物を引き渡したときから 年間10
（潜伏期間のあるものは、損害の発生から）
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３ 消費生活用製品安全法

特定商品の製造、輸入または販売の事業を行う者は、原則として、製品ごとに

（ ） 、ＰＳＣマーク 技術上の基準に適合していることを示す表示 が付された物でなければ

販売または販売の目的で陳列してはならない。

特定製品 ・登山用ロープ ・家庭用の圧力なべおよび圧力がま

・乗車用ヘルメット

・石油給湯器 ・石油ふろがま ・石油ストーブ

特別特定製品 ・乳幼児用ベット

・携帯用レーザー応用装置 ・重大製品事故は10日以内に

・浴槽用温水循環器 内閣総理大臣に報告義務

・ライター └→必要時、事故内容を公表

●製品安全協会とＳＧマーク

ＳＧマーク付きの製品の欠陥により事故が生じた場合の被害者救済

・生産物賠償責任保険

（被害者一人あたりの賠償額の最高限度１億円）

・基金による見舞金（６０万円）
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第５章 情報の管理と活用にかかわる法規制

第１節 個人情報の保護と活用に関する法律

１ 個人情報保護法

高度情報通信社会の進展 → 個人情報の利用も急速に増加

個人情報の不正利用、個人情報の漏洩事件などが頻発

（目的）個人情報の有用性に配慮しつつ個人情報保護法

(2005年４月全面施行) 個人の権利利益を保護する。

２ 個人情報保護法の基礎概念

①特定の個人を識別することがpersonal information
（ ）個人情報 …生存する個人に関する情報 できるもの 個人識別符号を除く

（個人情報保護法２①） ②個人識別符号が含まれるもの

…差別・偏見等が生じないよう特に配慮を要するもの要配慮個人情報

個人情報 ①特定の個人情報を検索できるように、体系的に構成したもの

データベース等 ②特定の個人情報を容易に検索できるように、

(16①) 体系的に構成したものとして政令で定めるもの

個人情報ＤＢを構成する個人情報(16④)個人データ

個人情報取扱事業者が

開示､訂正等の権限を保する個人ﾃﾞｰﾀ(16③)保有個人データ

（公益等への配慮による除外あり）

個人情報データベース等を事業の用に供している者(16②)個人情報取扱事業者

a business operator handlingu personal infomation
・中小事業者を含む

３ 個人情報取扱事業者の義務 ・国、公共団体を除く

利用目的の特定、制限(17)(18)

個 人 情 報 適正な取得(20)…要配慮個人情報は本人の同意が必要(20②)

取得に際しての利用目的の通知(21)

苦情の処理(40)

データ内容の正確性の確保等(22)

個 人 デ ー タ 安全管理、従業者、委託者の監督(23)(24)(25)

第三者提供の制限(27①)、制限の例外(27②)

の場合、例外不適用オプトアウト

保有個人データ 通知(32)、開示(33)、訂正(34)、利用停止(35)
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４ 仮名加工情報

＜ とは＞仮名加工情報

他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないように

個人情報を加工して得られる個人に関する情報 （２⑤）

原則、 適用 情報取得後の利用目的変更の制限(17②)

個人情報と 除外 漏洩等の報告等の義務(26)

して取扱う (41⑨) 開示等の請求等への対応(37～39)

５ 匿名加工情報

＜ とは＞匿名加工情報

特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる

個人に関する情報であって、当該個人情報を復元できないようにしたもの

）(２⑥
取扱い

加工方法についての制限 復元・

匿名加工情報取扱事業者 作成、提供等した際の公表義務 漏洩の危険

（ ）36 39～

６ 個人関連情報

＜ とは＞個人関連情報

生存する個人に関する情報であって、

個人情報、仮名加工情報及び匿名加工情報のいずれにも該当しないもの

（ ）２⑦

データベースを構成するものについての第三者提供において、

提供先が、何らかの手段によってそれを「個人データ」として

使用することが想定される場合、提供先が事前同意を本人から

得ていることを確認しなければ、提供してはならない(31①1)

７ 個人情報取扱事業者等に対する監督等 … 個人情報保護委員会による監督（132）

（ ）個人情報保護委員会 内閣総理大臣所轄の行政委員会:130

報告や資料提出の請求 違反行為中止・是正の勧告 （命令違反）

・立入検査 146 ・切迫時の命令 (148)（ ）

罰 則
個人情報取扱事業者・匿名加工情報取扱事業者 (178､184)

個人情報データベース等の不正利益目的提供や盗用 刑事罰

（データベース提供罪） (179､183､184)

＜個人情報保護に関する法律についてのガイドライン＞

個人情報保護に関する法律についてのガイドライン…個人情報保護委員会が制定

個別分野ガイドライン…各事業分野の所轄官庁が制定
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８ マイナンバー法

（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律）

（１）マイナンバー法の目的（個人番号法第１条）

・個人や法人等の情報の管理の効率化

・事務対象者の特定による行政運営の効率化や国民の利便性の向上

・社会保障給付や納税等の情報共有による給付と負担の適正な関係の維持

個人番号を用いて収集・整理された個人情報の漏洩などの防止

（２）個人番号（いわゆるマイナンバー）
個人番号の利用範囲(9)

地方公共団体情報システム機構 社会保障、税及び災害対策に限定

住民票コード …住民票コードを変換して得られる番号個人番号

通知カードによる通知(7①)
（ ）市 町 村 長 個人 住民

個人番号

カード 申請による交付(17①)

（３）特定個人情報の保護

特定個人情報 …個人番号をその内容に含む個人情報

個人情報保護委員会

利用制限(保護法15､16)(番号法9､30③､29)

安全管理措置等(保護法20､21､22)(番号法10､11､12) 監視・監督

提供制限等(保護法23)(番号法19､20､15､16) (番号法33､34､35)

（４）個人番号カード（マイナンバーカード）

個人番号カード …個人番号が記載された顔写真付きのＩＣカード

→本人確認の身分証明書、健康保険証、運転免許証

自治体や などの電子申請等のサービス利用e-Tax
（５）罰則（番号法48～）

・個人番号の生成・通知等に従事する者の特定個人情報ファイルの漏洩（正当理由なし）

…４年以下懲役、200万円以下罰金(48)

・個人番号の生成・通知等に従事する者の特定個人情報ファイルの盗用等（利益目的）

…４年以下懲役、200万円以下罰金(49)

・情報提供等事務従事者等による秘密漏洩・盗用…３年以下懲役、150万円以下罰金(50)

・個人番号管理を害しての個人番号不正取得 …３年以下懲役、150万円以下罰金(51)

・国等の職員の職権濫用による特定個人情報の収集 …２年以下懲役、100万円以下罰金(52)

・個人情報保護委員会の命令に対する違反 …２年以下懲役、100万円以下罰金(53)

・個人情報保護委員会の求める報告等への拒否・虚偽対応…１年以下懲役 50万円以下罰金(54)、

・個人番号カードの不正受領 …６月以下懲役 50万円以下罰金(55)、

・国外犯への罰則(56)

・両罰規定(57)
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第２節 機密情報の管理と法律（営業秘密）

１ 営業秘密の保護

営業秘密の不正取得 ＜ とは＞営業秘密（トレードシークレット）

・不正開示 秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の

事業活動に有用な技術上または営業上の情報であって、

公然と知られていないもの (不正競争防止法２条⑥)

①秘密として管理

不正競争防止法の禁止行為 営業秘密保護の３要件 ②事業活動に有用

③公然と知られてない

不正取得 自ら窃盗､詐欺､強迫その他の不正手段により営業秘密を取得

自らが不正手段によって取得した営業秘密の使用・開示

(2①4～6) 他人が不正取得した営業秘密の悪意･重過失による取得

他人が不正取得した営業秘密の悪意･重過失の使用･開示

善意で取得後に転じての悪意･重過失の使用･開示

不正開示 保有者から正式に開示された者が、自己の不正な利益または

保有者に損害を与える目的で、営業秘密を使用･開示

(2①7～10) 他人が不正取得した営業秘密の悪意･重過失の使用･開示

善意で取得後に転じての悪意･重過失の使用･開示

不正使用行為により生じた物の譲渡・引渡・展示・輸出入

＜営業秘密管理指針＞ 営業秘密として保護される最低水準として経済産業省が策定

①秘密管理性：企業の秘密管理意思について従業員等の認識可能性が確保されている

②有用性：事業活動に有用であっても、公序良俗に反する内容は認められない

③非公知性：保有者の管理下以外では一般的に入手できない

２ 営業秘密の侵害に対する措置 10年以下

・差止請求(3) 2,000万円以下

・損害賠償請求(4､民709) ５億円以下(法人)

・信用回復措置請求(14) 不正競争行為 刑事罰

・不当利得返還請求(民703-704) (21～22)

General Data protection Regulation＜ＥＵ一般データ保護規則（ＧＤＰＲ）＞

ＥＵにおける個人データ保護に関する規則で、識別された自然人または識別可能な

「 」 、 「 」 。自然人を データ主体 とし それにかかわる情報を 個人データ と定義している

ＥＥＡ（欧州経済領域）構成国の領域内に拠点を有するか、領域内のデータ主体に

、 。サービス提供等を行う場合に適用を受け 域外への個人データ移転が原則禁止となる

データ移転を行う場合、一定の保全措置を講じことが求められ、日本では個人情報

保護委員会が策定した補完的ルールに従い、体制等の整備が必要となる。
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第６章 デジタル社会と法律

第１節 デジタル化するビジネスと法務

１ 社会のデジタル化と企業の対応

少子化による労働可能人口の減少 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄによる高速･大容量通信の実現

より少人数での業務の効率化推進 携帯端末の普及を前提としたビジネス

情報通信技術を利用した働き方 ビジネスのデジタル化に対応する法律の整備

２ デジタル社会形成基本法 ← ＩＴ基本法 の廃止･見直し(高度情報通信ﾈｯﾄﾜｰｸ社会形成基本法)

デジタル社会の形成に関する

デジタル社会形成基本法 基本理念や施策策定の基本方針

国・自治体・事業者の責務

デジタル庁の設置 デジタル庁設置法

｢デジタル社会｣とは 重点計画の作成

あらゆる分野における創造的かつ活力ある発展が可能となる社会 内閣に設置

高度情報通信ネットワークを 情報通信技術を用いた情報の活用

通じて多様な情報又は知識を

入手し､共有し､又は発信する 人工知能関連技術（ＡＩ）

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ･ｵﾌﾞ･ｼﾝｸﾞｽ活用関連技術( )IoT
自由 安全 世界的規模 ｸﾗｳﾄﾞ･ｺﾝﾋﾟｭｰﾃｨﾝｸﾞ･ｻｰﾋﾞｽ活用技術

その他の先端的な情報通信技術

３ デジタル庁の役割

デジタル社会の実現に向けた重点計画 目指すデジタル社会の姿「 」

・迅速かつ重点的に実施すべき施策 一人ひとりのニーズに合った

・各省庁も含めた工程表などスケジュール サービスを選ぶことができ、

多様な幸せが実現できる社会

デジタルの活用



- 56 -

第２節 電子商取引

１ 電子商取引（ ：ＥＣ）とはElectronic Commerce
Ｂ Ｂ：企業間電子商取引to

(第４章)情報通信技術を Ｂ Ｃ：消費者向け電子商取引…消費者保護法の適用to
利用した商取引 Ｃ Ｃ：消費者間の電子商取引to

利用規則に基づく法律関係

取引プラットフォーム ＤＰＦ取引透明化法

取引ＤＰＦ法(ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ)

＜電子商取引および情報財取引等に関する準則＞

。経済産業省による従来法が電子法取引に対してどのように適用されるかの解釈指針

①電子商取引に関する論点

②インターネット上の情報の掲示・利用等に関する論点

③情報財の取引等に関する論点

④国境を越えた取引等に関する論点

上記４分野について、具体的な事案を示しながら解釈指針を提示する。

２ 電子商取引にかかわる法的問題

契約の成立…承諾の意思表示が相手方に到達した時点 → 買い主の保護

データの不到達 → 契約は成立しない

文字化け等 → 錯誤取消可能

オンライン購入者の錯誤…消費者の意思確認措置を講じていない場合、

操作ミスなどによる申込は要素の錯誤で取消可能

オンライン事業者の誤表示 契約の成否…誤表示は、申込の誘引か？

申込と承諾の合意があるか？

錯誤の成否…事業者の重過失は？

閲覧者の誤表記との認識は？

本人確認 なりすまし契約の効果…表見代理規定の類推適用により判断

なりすまし行為者の責任…不正アクセス禁止法により刑事罰

電子的な本人認証…電子署名および認証業務に関する法律

→電子署名は従来の押印と同様の効力

未成年者との取引…未成年者が年齢を偽るなどして取引をした場合

詐術を用いたとして、取り消しできなくなる可能性
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３ プラットフォームにおける電子商取引…ｵﾝﾗｲﾝﾓｰﾙ､ﾈｯﾄｵｰｸｼｮﾝ､ﾌﾘﾏｱﾌﾟﾘ､ｱﾌﾟﾘｽﾄｱなど

（１）電子商取引を行うプラットフォーム提供に関する法律（ＤＰＦ取引透明化法）

デジタルプラットフォーム提供者

の自主性及び自律性への配慮 商品等提供利用者等の利益の保護

特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律

（ＤＰＦ取引透明化法）

デジタルプラットフォームのうち、特に

取引の透明性・公正性を高める必要性の高いプラットフォームを提供

する事業者を「特定デジタルプラットフォーム提供者」として指定する

取引条件等の情報の開示

アマゾンジャパン合同会社 自主的なな手続・体制の整備

楽天グループ株式会社 毎年度、自己評価を付した報告書を提出

ヤフー株式会社

及び 株式会社 独占禁止法違反のおそれがある事案把握の場合Apple Inc. iTunes
経済産業大臣は、公正取引委員会に対処を要請Google LLC

（ ） （ 、 ）２ プラットフォームを利用する消費者の保護 取引ＤＰＦ法 取引DPF消費者保護法

取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律

＜努力義務＞(3)

消費者と販売業者の円滑な連絡のための措置取引ＤＰＦ提供者（ ）事業者 ・

販売条件等の表示に関する苦情に係る調査等・

必要に応じ身元確認のための情報提供を要請＜取引ＤＰＦ＞ ・

販売業者等

出品者 出店者

内閣総理大臣（消費者） （事業者） 利用の停止等 の要請(4)

(2) オンラインモール

通信販売（特商法で規制） ネットオークション 対

応

購入者 購買者 消費者被害の申出 義

（ ） （事業者） 適当な措置の請求 務消費者

(10)
何人も

販売業者等の情報の開示請求

(5)



- 58 -

第３節 ビジネス文書のデジタル化

ｅ－文書法 法律により保存を義務づけられた文書のデジタル化

電子帳簿保存法 税務関連の帳簿・書類のデジタル化

（民間事業者等が行う書面の保存等におけるｅ－文書法

情報通信技術の利用に関する法律）

書面の保存 デジタル化しての保存を認める

デジタル化の要件 見読性 容易に表示、印刷して、 全ての文

肉眼で見ることができる 書に必要(可視性)

契約関係書類

見積書、注文書 文書の 完全性 意図なき改変・消去の防止措置

（ ）契約書、請求書 種類 変更の確認 誰が､いつ､どのように

納品書、領収書 により

会社法上の書類 必要 機密性 不正ｱｸｾｽができないようｾｷｭﾘﾃｨ措置

定款

株主総会議事録 検索性 必要な時、検索してすぐｱｸｾｽできる

取締役会議事録

決算書類

貸借対照表 （電子計算機を使用して作成する電子帳簿保存法

損益計算書 税務 国税関連帳簿書類の保存方法等

等 関連書類 の特例に関する法律）

・スキャナーでの デジタル 真実性 内容の変更があった場合は確認可能

読み取りのほか 化 →「システム仕様書」等による裏付

スマホでの撮影 の要件

でもＯＫ 見読性 ｅ－文書法によるのと同様に明瞭に

・ その内容が確認できる必要がある。デジタル化 後の ､ (可視性)

紙の帳簿等原本

は、破棄可能 検索性 目的の帳簿等に迅速にｱｸｾｽできる

＜押印・書面の交付等を求める手続きの見直し（デジタル社会形成基本法）＞

◇押印廃止 ◆押印存続

戸籍の届出 商業・法人登記申請、相続税申告

設計図書、監査報告書 定款への発起人の押印、取締役会議事録

◇電磁的記録を認める ◆電磁的記録を認めない

宅建取引の重要事項説明書、受取証書 消費者による契約解除の申込み

信用組合等の書面による役員解任請求



- 59 -

第４節 ＩＴ社会と法規制

１ サイバーセキュリティに関する法律 真正性

機密性 信頼性（ ）confidentiality
情報セキュリティ 情報の 完全性 の確保 責任追及性（ ）integrity

可用性 否認防止（ ）availability

サイバーセキュリティ 電磁的な情報セキュリティの脅威に対する具体的措置

わが国のサイバーセキュリティに関する施策の

基本理念や国等の責務､戦略等を定めた法律(1)サイバーセキュリティ基本法

＜サイバーセキュリティとは＞

電磁的情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の安全管理と

目的(1) 情報通信ネットワークシステムの安全性及び信頼性の確保の

定義(2) ための措置が講じられ、適切に維持管理されていること (2)

基本理念(3)

関係者の責務等 国、地方公共団体(4､5)

法制上の措置等(10) 重要社会基盤事業者(6)

行政組織の整備等(11) サイバー関連事業者その他事業者(7)

サイバーセキュリティ戦略(12) 教育研究機関(8)

基本的施策(13～23) 国民の努力(9)

サイバーセキュリティ戦略本部(24～35)…内閣に設置

ＩＴ統合戦略本部 サイバーセキュリティ戦略本部 国家安全保障会議

２ 不正アクセス禁止法

（ ）不正アクセス禁止法 不正アクセス行為の禁止等に関する法律

禁 不正アクセス行為(4) …………なりすまし目的の他人のＩＤ・ＰＷの取得

止 不正アクセスを助長する行為(5) …正当理由なき他人のＩＤ・ＰＷの提供

行 不正保管行為(6) ………………なりすまし目的の他人のＩＤ・ＰＷの保管

罰 為 フィッシング行為(7) …………フィッシングサイト、フィッシングメール

則

アクセス管理者による防御措置(8)←都道府県公安委員会による援助等(9①)

（参考）刑法上のＩＴ犯罪

・電磁的記録不正作出･供用罪(161の2)

・電子計算機損壊等業務妨害罪(234の2)

・電子計算機使用詐欺罪(246の2)

・電磁的記録毀棄罪(259)

・支払用カード電磁的記録に関する罪(163の2～163の5)

・不正指令電磁的記録に関する罪(168の2･168の3)
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３ プロバイダ責任制限法 → 情報流通プラットフォーム対処法（特定電気通信による

情報の流通によって

（特定電気通信役務提供者の 発生する権利侵害等プロバイダ責任制限法

損害賠償責任の制限及び発信者の開示に関する法律） への対処に関する

法律）

プロバイダの損害賠償責任の制限
・自身が権利侵害情報の発信者でない

権利侵害情報による損害 ・送信防止措置が技術的に不可能

(3①) ・権利侵害を知らなかった等

権利侵害情報の送信防止措置による損害 ・必要な限度によるもの

(3②) ・防止措置の照会に対し

不同意の申し出がない
発信者情報の開示請求等

権利侵害の被害者は、プロバイダ等に発信者情報の開示請求できる(5)

プロバイダ等は､情報開示の可否につき､発信者の意見聴取義務あり(6)

発信者情報開示請求に関する裁判手続き

発信者情報開示命令の申立て(8) 申立てから命令までの間

提供命令(15)、消去禁止命令(16) の通信記録を保全する

４ 迷惑メール防止法（ 、特定電子メール適正化法、特電法）特定電子メール法

（特定電子メールの送信の適正化等に関する法律）迷惑メール防止法

自己または他人の営業につき広告又は宣伝を

行うための手段として送信をする電子メール (2②)

特定電子メールの送信の制限(3)…あらかじめ送付を同意した者など以外に

特定電子メールを送信してはならない。

（オプトイン規制）

・送信者の氏名または名称

送信者の表示義務(4) ・受信拒否の通知を受け取る為の

送信者の電子メールアドレス等

・その他総務省令で定める事項

送信者情報を偽った送信の禁止(5)

架空電子メールアドレスへの送信の禁止(6)

プログラムにより自動生成した利用者ないメールアドレスへの送信禁止

電気通信役務の提供の拒否(11)

送信者を偽ったメールや架空アドレスへの多数メールにより、

通信サービスの提供等に支障を来す場合、電気通信事業者は、

必要な範囲で、送信者への通信サービスの提供を拒むことができる。
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５ ＡＩ（人工知能）に関わる法律

自律型生成ＡＩによる文章、画像、音声、プログラムなどの生成

自律型ＡＩ 人間の介入なしに目標に向けて自律的に行動し、複雑なタスクを実行

法的配慮の必要性は？
（１）著作権法

著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない場合は利用できる

（ ）34の4条
録音、録画などの技術開発または実用化試験のため

技術解析のため

人の知覚による認識を伴わない電子計算機による情報処理の過程など

ＡＩの開発・学習段階 既存著作物の利用は原則可能

ＡＩでの生成・利用段階 通常の著作権侵害と同様に判断する
（依拠性・類似性が認められるか？）

（２）不正競争防止法

ＡＩの開発・学習段階 他人の営業秘密を含んだ学習用ﾃﾞｰﾀｾｯﾄ→権利侵害

ＡＩでの生成・利用段階 自社の営業秘密を入力 →秘密漏洩

（参考）ＡＩ用学習データセットの作成手順

生データの集合体 学習用
世の中 データ収集 データ処理

（データベース） データセット
記録？ 翻案？

＜データの保護と活用のバランス＞

しかし保護は必要 データに著作権はない だから活用

「限定提供データ」の保護 「ＡＩの学習用データ」

「情報解析」 の収集・蓄積等

のためであれば、

必要な範囲で、

不正取得･使用･提供の制限 著作権者の承諾なく 個別の著作権の制限

著作物の記録や翻案

不正競争防止法 ができる 著作権法
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第７章 広告・表示等に関する法規制

第１節 広告表示等に関する一般的な法律（景品表示法）

１ 景品表示法（不当景品類および不当表示防止法）の目的

不当な景品類 一般消費者の

阻害 自主的・合理的な判断

不当な表示

※個別の法律によっても規制あり

（ 、 ）制限・禁止 一般消費者の利益 特定商取引法 ＪＡＳ法など

２ 過大な景品提供の規制

取引と 法 景品の 景品類限度額
区 分 取引価格

の関係 律 提供法 最高価格 総 額

景 懸賞に 総付(べた付) 1000円未満 ２００円
品 よら
表 ない 景品付販売 1000円以上 取引価格

付随 示 の２０％
法

する 5000円未満 取引価格
第 一般懸賞 の２０倍 売上予定総額
３ の２％
条 懸賞 5000円以上 １０万円

に 共同懸賞 すべて ３０万円 売上予定総額
の３％

よる
付随 独禁

オープン懸賞 平成18年に規制撤廃
しない 法

３ 不当表示の規制

＜ とは＞不当表示

事業者が顧客を誘引するための手段として、販売する商品やサービスの

品質、規格、その他の内容や価格、数量、その他の取引条件について、

事実と異なったり、実際のものより著しく優れている、

あるいは著しく有利であると、一般消費者に誤認されるような表示

①優良誤認表示 …品質、規格など 「 」の禁止不実証広告

②有利誤認表示 …価格その他の取引条件 二重価格制度など

③内閣総理大臣が指定する誤認表示

・無果汁の清涼飲料水 合理的な根拠なく

・商品の原産国 優良性を強調する

・消費者信用の融資費用 広告は禁止される

・おとり広告

・有料老人ホーム

・ステルスマーケティング



- 63 -

４ 事業者のコンプライアンス体制の確立

景品提供、商品等表示を適正に管理する

体制の整備等を講じる義務(22①) →業界団体等による協定・規約など

事業者 内閣総理大臣

指導および助言(23)
↓

必要な措置を講じるべき旨の勧告(24①)
↓

勧告に従わない場合の公表(24②)

５ 違反行為に対する措置

内閣総理大臣による

・過大な景品提供 措置命令 違反行為の差し止めまたは

・不当表示 行為の再発防止のために必要な事項(7)

適格消費者団体による

・優良誤認表示 差止請求 …当該行為の停止、予防措置の請求(30)

・有利誤認表示

課 徴 金 内閣総理大臣による

事業者が ・当該売上額の３％、善意無過失の場合の免除

作成する 10年以内再違反の1.5倍加算(8)

・自主申告の場合の1/2減額(9)

是正措置計画 ・自主返金の場合の免除・減額(9)(10)

＜権限の委任(38)＞

内閣総理大臣の認定を受けた場合 内閣総理大臣

措置命令および課徴金の適用免除(27～33) →消費者庁長官

→公正取引委員会等

→都道府県知事

罰 則 … 100万円以下の罰金(48) （事務の一部）

＜ステルスマーケティング規制＞

＜ とは＞ 令5.3.28ステルスマーケティング

広告であるにもかかわらず、広告であることを隠した広告など 内閣府告示19

一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示

事業者が自己の供給する商品又は役務の取引について行う表示であって、

一般消費者が当該表示であることを判別することが困難であると認められるもの

景品表示法第五条第三号の規定に基づき、不当表示となる
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＜インターネット広告と景品表示法＞

（ ）消費者向け電子商取引における表示についての景品表示法上の問題点と留意事項：公正取引委員会

商品・サービスの内容または取引条件などの 優良誤認表示や有利誤認表示

重要情報が消費者に適切に提供される必要性 として不当表示となるおそれ

リンク先に誘導しての情報提供 リンク先を明瞭に表示しない

情報の更新日の明示 情報の更新日を表示しない

＜食品の安全および表示に関する法規制＞ 食品衛生法

（１） 食品表示に関する規定の統合と整理 ＪＡＳ法食品表示法…

＋機能性表示食品の規定の新設 健康増進法

一般消費者の 国民の健康の 食品の生産及び 消費者の需要に即した
利益の増進 保護及び増進 流通の円滑化 食品の生産の振興

安全性の確保 選択の機会の確保食物を摂取する際の 自主的かつ合理的な食品の

食品表示基準の遵守 表示項目 名称

保存方法
差止請求 食品表示基準指示等 立入検査等

消費期限等
(11) (6) (7) (4)

表示責任者

権限の委譲 ｱﾚﾙｹﾞﾝなど内閣総理大臣 消費者庁長官

従わないと

内閣総理大臣等に対する申出 誰でも 販売できない(5)適格消費者団体

加工食品の栄養表示が原則義務化され、添加物も区分表示する

日本農林物資の規格化等に関する法律（ＪＡＳ法）（２）
（食品等） （飲食品以外）

ＪＡＳ規格の制定 任意表示 ＪＡＳ法 品質に関する表示（義務表示）（ ）

一般JAS、有機JAS、特色JAS 横断的／個別的品質表示基準

国際標準化( )に対応した登録試験業者制度ISO/IEC
食品衛生法（３）

国民の健康の保護 食

飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止 品

表
食品・添加物 器具・容器包装 表示・広告 営業・施設 示

法

食品添加物公定書 検 査 食品の表示

検査登録機関 容器包装の表示

（４） …国民の栄養改善その他の健康増進をもって国民保健の向上を図る(1)健康増進法

・国民健康･栄養調査(10～) 保健指導(17～) 特定給食施設での栄養管理(20～)、 、

・受動喫煙の防止(25～)…多数の者が利用する施設の管理者の努力義務(27)

・特定用途表示(43)（乳児用､幼児用､妊産婦用､病者用その他）→特定用途食品

医薬品的な効能効果を標榜する食品は医薬品医療機器等法により刑事罰の対象となる
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第８章 金融・証券業等に関する法規制
第１節 金融・証券業に対する規制

金融サービス提供法 ・金融商品販売業者等の損害賠償の責任その他を規定

（旧：金融商品販売法） ・金融サービス仲介業者について登録制度を実施

金融商品取引法 ・有価証券の発行および金融商品等の取引等の公正化

（旧：証券取引法） ・金融商品等の公正な価格形成等

１ 金融サービス提供法（金融サービスの提供に関する法律）

※金融商品販売法（金融商品の販売等に関する法律）を改正、名称変更

目的 金融商品販売業者等の損害賠償の責任（ ）

その他の金融商品の販売等に関する事項を定める。

金融サービス提供法

金融サービス仲介業を行う者について登録制度を実施し、

(1) その業務の健全かつ適切な運営を確保する。

※国内商品

金融商品の販売等 金融商品 預金、信託、保険、証券、 先物取引

(3①) 市場・店頭デリバティブ取引等 は対象外

…金融商品の販売 代理・媒介を業として行う者(3②③)金融商品販売業者等 、

金融機関に限らない

銀行､信託銀行､信用金庫､信用組合､農業協同組合､保険会社､証券会社など

市場リスク

重要事項の説明義務 (4) 信用リスク

リスクを生じさせる取引のしくみ

権利行使や契約解除の期間制限

断定的判断の提供等の禁止 (5)

説明義務違反による損害賠償責任 (6)

損害額は元本欠損額と推定される (7) 民法の適用 (8)

勧誘の適正の確保 (9)

勧誘方針の策定と公表(10) 違反した場合は、過料(97)

１ 勧誘の対象となる者の知識、経験及び財産

の状況に照らして配慮すべき事項

２ 勧誘の方法及び時間帯に関し、勧誘の対象となる者に

配慮すべき事項

３ その他勧誘の適正の確保に関する事項
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名義貸しの禁止(21)

預金等媒介業務 (11②) 内閣総理大臣の登録を

金融サービス仲介業 保険媒介業務 (11③) を受けた者でなければ

(11①) 有価証券等仲介業務(11④) 行うことができない。

誠実義務(24) 貸金業貸付媒介業務(11⑤) (12)

情報の提供・

手数料等の明示(25) ※高度に専門的な説明を 標識の掲示(20)

健全かつ適切な 必要とするものを除く

運営確保の措置(26) 保証金の預託(22)

重要事項の説明

顧客情報の取扱

顧客金銭等の預託の原則禁止(27) <事業分野ごとの各業法の準用>

指定紛争解決機関との契約締結義務(28) 銀行法(29)､保険業法(30)､金融

業務に関する帳簿書類の作成保存(33) 商品取引法(31)、貸金業法(32)

事業報告書の提出等(34)

２ 証券市場に関する規制
預 金

資金貸付 銀行等 投
企業への (間接金融)

社債引受 (直接金融) 資
資金提供

株式引受 直接投資 家 かつての証券取引法

金融商品取引法規制対象 投資先 十分な情報開示

・有価証券 破綻 による

・みなし有価証券 リスク 公正な取引環境整備 投資家の保護

(情報開示制度) （５％ルール）ディスクロージャー制度 大量保有報告制度

＜新規発行＞ …株価の乱高下から一般投資家を保護

有価証券届出書､有価証券通知書(4)

目論見書(13)、発行登録書(23の3) ・株券等の保有割合が５％超となった

＜既発行＞ ↓

有価証券報告書(24)、四半期報告書 (翌日から起算して５営業日以内に）

(24の4の7)、半期･臨時報告書(24の5) ・大量保有報告書→内閣総理大臣に提出

(27の36)フｪア･デｨスクロｰジｬｰ･ルｰル

・その後、１％以上の増加減少、

(27の2) その他重要事項の変更公開買付け制度

買付金額･数量･期間などを公告して、 ↓

（ ）取引所金融商品市場外の場において、 変更があった日から５営業日以内に

不特定多数の者から株式等を買付る制度 ・変更報告書→内閣総理大臣に提出

※大量保有となる場合は原則公開買付

超の場合は、義務づけ →報告書は で開示される1/3 EDINET
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(2⑧) 有価証券売買の勧誘に対する規制金融商品取引業

①虚偽告知の禁止 (38～39)金融商品取引業者

内閣総理大臣の登録を受けた者(29) ②断定的判断の提供による勧誘の禁止

第一種金融商品取引業 ③不招請勧誘の禁止

第二種金融商品取引業 ④勧誘受託意思確認を怠った勧誘の禁止

投資助言・代理業 ⑤再勧誘の禁止

投資運用業 ⑥損失補填の申込･約束の禁止

名簿への登録(64) 有価証券売買の委託外務員登録

有価証券等の売買の勧誘、取引等を行う 金融相新取引業者は商法上の問屋として

者の外務員登録名簿へ登録を受ける義務 指値遵守義務、通知義務が課せられる。

不公正取引（詐欺的行為、相場操縦、 ）の禁止インサイダー取引

会社関係者が、未だ公表されていない会社の業務等に

関する重要事実情報に基づき、株式等を売買すること (166)

課徴金制度 刑事上の制裁違反に対する制裁

開示書類の虚偽記載やインサイダー取引 ・ﾃﾞｨｽｸﾛｰｼﾞｬｰ違反…10年･１千万円以下

など悪質性の高い行為への行政上の措置 ・損失補填 …３年以下･３百万円以下

審判手続を経て命ぜられ、不納付の場合 ・ｲﾝｻｲﾀﾞｰ取引…５年以下･５百万円以下

督促や強制執行が行われる ・事業報告書違反 …１年･３百万円以下

３ 貸金業に関する規制

●貸金業の適性化… による規制貸金業法

・内閣総理大臣または都道府県知事の登録(3①)、無登録営業の禁止(11①)

・貸金業務取扱主任者の設置(12③)

・商号･貸付金額･利率等を記した書面の交付（契約前：16の2 （締結時：17））

・取立に当たっての威迫等の禁止(21柱書)

●過剰貸付の禁止…返済能力を超える貸付はできない(13の2①)。

①返済能力に関する事項の調査(13①)

②収入等を明らかにする書類の確認(13③)

③ （貸金業法13の2②）※銀行の貸付けは対象外総量規制

貸金業者が、個人を相手方として 相手方の年収等の1/3を超える額

金銭の貸付けを行う場合 の貸付は、原則としてできない。

●利息・利率の制限 利 率 超過の場合の処置

貸金業法(42) 年109.5％(一日0.3% 消費貸借契約自体が無効）

貸金業者 10年以下懲役 三千万円以下罰金or
）出資法 年109.5％(一日0.3%

一般
(５条) ５年以下懲役 千万円以下の罰金or

貸金業者 年20%

(第1条) 年20%(10万円未満) 上限を超えた利息契約は無効利息制限法

（ による 年18%(10～100万円) （利息制限法１条）貸金業法

準用：12⑧1 年15%(100万円以上)）
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第２節 マネー・ロンダリングの防止

＜マネー・ロンダリングとは＞ 出典：金融庁

違法な起源を偽装する目的で犯罪収益を仮装・隠匿すること ﾏﾈｰﾛﾝﾀﾞﾘﾝｸﾞ対策

犯罪行為で得た資金 正当な取引で得た資金のように見せかける

出所を隠す 口座を転々とさせる など

マネーロンダリングの防止 形態を変える 金融商品

不動産

宝石等

犯罪収益移転防止法（犯罪による収益の移転防止に関する法律）

金融機関等 銀行 金融商品取引業者等 テロ資金供与の防止（ 、 ）

特定事業者 ﾌｧｲﾅﾝｽﾘｰｽ･ｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞ･ｶｼﾞﾉ事業者

宅地建物取引事業者、宝石･貴金属等の売買業者

(2②) 郵便物受取･電話受付代行･電話転送サービス事業者

司法書士、行政書士、公認会計士、税理士、弁護士 など

特定業務 取引記録の作成・保存(7)

疑わしき取引の届出(8)

特定取引 取引時の確認(4)

確認記録の作成・保存(6)

、 。特定業務と特定取引は 特定事業者ごとにそれぞれ定められる(法4条別表参照)

特定事業者 特定業務 特定取引

金融機関等 金融に関する業務 預貯金契約の締結、為替取引その他

ﾌｧｲﾅﾝｽﾘｰｽ事業者 ﾌｧｲﾅﾝｽﾘｰｽ業務 ファイナンスリース契約の締結その他

ｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞ事業者 ｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞ業務 クレジットカード等の交付または付与

を内容とする契約の締結その他

カジノ事業者 カジノ業務 ﾁｯﾌﾟの交付又は付与をする取引その他

宅地建物取引事業者 宅地建物の売買・ 宅地又は建物の売買契約の締結その他

代理・媒介業務

貴金属等売買業者 貴金属等売買業務 貴金属等の売買契約の締結その他

郵便物受取事業者 郵便物受取業務 それぞれの役務の提供を行うことを

電話受付代行事業者 電話受付代行業務 内容とする契約の締結その他

電話 事業者 電話 業務転送サービス 転送サービス

司法書士、行政書士 特定受任行為の 特定受任行為の代理等を行うことを

公認会計士、税理士 代理等に係る業務 内容とする契約の締結その他

弁護士


